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2011年度活動テーマ

発酵食品で放射能に打ち克つ健

康づくり。人々の協同で

被災地復興と大地再生。

 発酵と復興

【ものづくり、人づくり、地域づくり】　震災・原発事故からもうすぐ１年

2.放射能濃度測定費用の拒否について

　当組合が放射能濃度を測定した母乳、土壌、作

物、食品は、「取引先の要求等によって実施を余

儀なくされ」「政府が本件事故に監視検査の指示

等をおこなった都道府県において、当該指示の対

象となった産品」に該当しないと断定し賠償しな

いとしている。

　3月下旬より貴社が放出した放射能が水道水を汚

染したことから、「母乳が汚染されているかもし

れない、母乳を与えて大丈夫か」は育児中の母親

にとって切実な問題であった。これを受けて当組

合は市町村単位で組合員の母乳のサンプリング検

査を実施した結果、最高で36ベクレル/kgの放射性

ヨウ素が検出された。

　貴社が放出した放射能によって、母体のみなら

ず乳児が体内被曝を被ったことを調べることが「

必要かつ合理的」でなく、「事故と相当因果関係

のある損害」に該当しない理由を述べよ。

　冒頭の福島県山木屋牧場の牛が食する放牧地の

土壌は34,000ベクレル/kgを越え、放牧給餌を中止

させている。当組合ではこの原乳も検査している

。3月茨城県内の葉物類は県の検査でも最高8,000

ベクレル/kgを記録し、当組合の検査によっても契

約農家のほうれん草は4,600ベクレル/kgを記録し

ている。契約提携の静岡の茶農家での生葉および

荒茶も検査し荒茶で258ベクレル/kgを検出してい

る。のちに政府によって作付けできる水田土壌の

放射能濃度基準が示されたが、当組合は契約栽培

米農家の各生産者単位の水田圃場および野菜農家

の圃場土壌の放射能検査も実施している。これら

は生協にあっては「取引先（生産者・組合員）の

要求」というより、生産者と消費者の協同の合意

による検査である。

　これらが「政府が本件事故に関し検査の指示等

をおこなった都道府県において、当該指示の対象

となった産品」に該当しないという証拠を提出さ

れたし。

3.公正を欠く賠償について

　千葉県ならびに栃木県の生活協同組合が請求し

た賠償請求に対しては貴社は放射能濃度測定費用

ならびに測定機器代金の全額を補償している。し

かし当組合が請求した放射能濃度測定費用に対し

てはすべて拒否している。その理由を説明された

し。　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　

東京電力　常総生協の賠償請求を全面拒否

（東電からの回答要点）

母乳調査も土壌・作物検査も空
間線量調査も政府が指示したも
のではなく、勝手にやったこと。

風評被害による逸失利益は、他の県・国から
「代替品」を仕入れることで回避できるので、
損害賠償の対象にはならない。

常総生協からの賠償請求は、原発事故との
相当因果関係を確認できない。

　　3/20（火・祝） 「広瀬隆つくば講演会」
　　　　　　13：30～16：30（開場13：00）つくば国際会議場　大ホール

「第二のフクシマ：東海原発で事故があれば今度こそ日本は滅亡」　

　【前売券のお申し込みは注文書でお受けします】

　≪一般≫1,000円　注文№ 500270　（当日券1,300円）

　≪学生・障がい者≫500円　注文№ 500271 （当日券700円）

　※高校生以下は無料です。●必要な枚数を注文番号にご記入下さい。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【東京電力への損害賠償請求】

東電の回答は消費者、生産者への挑戦状！
ただちに常総生協として公開質問状を提出

●東京電力からの回答内容の骨子
【第１】

・風評被害の対象は福島県に事業所のある事業者

が対象、間接被害については「調達先が地域的に

限られている事業者の被害であって、調達先であ

る第一次被害者の避難、事業休止に伴って必然

的に生じたもの」が対象。

・本件については、いずれにも該当せず、原発事故と

相当因果関係のある損害に該当しない。

【第２】

１．逸失利益の請求について

・農林漁業、食品産業の風評被害において、損害が

発生している産地以外の県・国から代替品を仕入

れることで、損害を回避できるので、本件は事故と

の相当因果関係に該当しない。

２．検査費用について

（１）空間線量調査経費

・千葉県、茨城県の空間線量を自主的に調査したも

のであって、「負担を余儀なくされた必要かつ合理

的な範囲」には該当しない。

（２）放射能濃度測定経費

・測定に要した人件費は、測定作業のような特定の

目的のための費用ではないので、補償金に支払

いは出来ない。

（３）放射能外部機関測定費用、内部検査費用

・政府の指示に従って行った検査ではないので、補

償の対象外。

３．原発事故被災地支援、放射能情報収集費用

・自主的な活動であり、「負担を余儀なくされた必要

かつ合理的な範囲の追加費用」には該当しない。

2012年2月24日

東京電力株式会社

代表取締役社長　清水正孝　殿

　　　　　　　　　　　　　常総生活協同組合

　　　　　　　　　　　　　理事長　村井和美　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　質　問　書

　以下、貴社「ご連絡」（回答）につきまして、

確認したいことがあるので、以下の点につき、3

月1日までに回答されたい。

１．文書の性格について

　貴社の「ご連絡（回答）」をメール添付文書で

頂いたため、貴社の実印を押して当組合宛に送る

よう求めたが、貴社はそれを拒否された。まずこ

の回答文書は「正式文書」なのか、そうでないの

か明確にされたし。

貴社からは「社内の最終承認をとることとなった

ので回答を１日遅らせて欲しい」とのことだった

。社内のどの機関でいつ最終承認されたものかを

明らかにされたい。

２．「第1」風評被害・間接被害について

貴社は文書の「第１」において包括的に「サービ

ス業の風評被害の対象となるのは福島県に事業所

のある方」のみとし、さらに「調達先である第一

次被害者の避難、事業休止等に伴って必然的に生

じたもの」に該当することを確認できなかったた

め、当組合からの請求は「弊社原子力発電の事故

と相当因果関係があること」を確認できなかった

とし、賠償請求を全て拒否するとの回答であった

。

以下、請求した中の具体的事例を上げて貴社の見

解をお尋ねするので回答されたい。

（１）当組合が提出した資料の中に、福島県川俣

町山木屋の高橋グリーン牧場がある。

当組合は山木屋高橋グリーン牧場よりノンホモ牛

乳を25年にわたって頂いており、生協の子どもた

ちはこの牛乳で育ってきた。この牛乳は原発事故

直後からの放射能汚染により出荷停止措置となり

、さらに最終的に山木屋地区が「計画的避難地区

」に指定され避難せざるを得なくなり「事業休止

」に追いやられた。その結果、当組合はこの牛乳

の供給が不能となり損害が発生した。

　貴社がこれを「調達先である第一次被害者の避

難、事業休止等に伴って必然的に生じたもの」で

はないとする理由、ならびに「原子力発電所の事

故と相当因果関係がない」と判断した理由を明示

されたい。

（２）提出した検査結果資料の通り、茨城県内で

契約栽培をしてもらっていたほうれん草は、３月

末時点でさえヨウ素131が2,159ベクレル/kg、セ

シウム合計2,482ベクレル/kg、合計4,641ベクレ

ル/kgもの放射能に汚染されていて集荷停止、す

なわち組合員への供給中止となっている。

　これを「風評被害」とし、さらにその適用も否

認する理由を明瞭に説明されたし。

３．「第２」について

（１）「逸失利益」の否認について

　当組合は、貴社によって放射能汚染された作物

で出荷停止措置となった商品の逸失利益、ならび

に福島を中心として東北・関東の産地において貴

社による放射能汚染を要因として組合員からの注

文が控えられたと判定される商品の産地名・生産

者名を一品一品リストアップして逸失利益を請求

した。

　これに対し貴社は「第2」で、「農林漁業・食

品産業の風評被害は、賠償すべき損害が発生して

いると認められている商品の産地以外の県・国か

ら代替品を仕入れることで損害を回避できるもの

と考えられるので、弊社原子力発電所事故との相

当因果関係のある損害に該当しない」としている

。

　これは事実上、「サービス業における風評被害

は他の県・国から代替品を仕入れれば損害を回避

できるので補償しない」と言うことを言っている

こととなるがそれで間違いないか。

　当組合の窓口となっていた総務担当職員より再

三にわたって「提出した一品一品の商品の判定リ

ストを見てもらえばわかるが、当組合は生産者と

の提携ないし契約栽培となっているゆえ、商品に

は“○○さんの△△”という産地・生産者指定で

組合員に示し組合員も生産者との信頼関係で食を

購入している。したがって、他県や他国から仕入

れて代替するなどということは価値と信頼の保証

を失い、全面損失となる」旨を説明させて頂いた

。

　政府の原子力損害賠償紛争審査会「中間指針 

第8いわゆる間接被害について」の備考では、「

間接被害者の事業等の性格上、第一次被害者との

取引に代替性がない場合には、本件事故との相当

因果関係が認められる」と指示されているが、そ

れに造反するものではないことを証明されたし。

（２）検査費用について

1.空間線量調査費用の拒否について

貴社原子力発電所が放出した放射能は茨城県南か

ら千葉東葛地区にかけてホットスポットとして降

下した。組合員からの不安の声を受けて当組合は

6月～7月に組合員宅前1,075地点を抽出して空間

線量を測定した結果、最高値0.59μSv/h、平均

0.26μSv/hと、事故前0.05μSv/hの5～12倍とな

っていた。さらに7月～10月にかけて組合員は子

ども達が遊ぶ公園、通学路、学校等の空間線量の

調査を行い、子ども達の被曝をさけるために高濃

度汚染地点の立入禁止等を行政に要請してきた。

これは国や行政による調査がおこなわれていない

時点で組合員がやむにやまれず自ら調査をするこ

とを決めその機器を購入した。この購入は貴社原

子力発電所からの放射能放出がなければ必要のな

い追加費用であったことからサーベイメータ－代

等を請求した。

これに対し貴社は、これは「自主的な調査」であ

って「必要かつ合理的な範囲の追加的費用とは考

えられないので補償金はお支払いできない」とし

た。

貴社による放射能放出に対して、母親たちが子ど

も達の被曝を少なくするために空間線量を測定し

て対策することが「必要かつ合理的」でない理由

を説明されたし。


